
 

仕  様  書 

 

                        子ども若者はぐくみ局 桃陽病院 

                              （担当 黒川） 

 

件 名 桃陽病院における賠償責任保険契約について 

 

契 約 期 間 令和８年５月１日～令和９年５月１日 

 

場     所 

京都市桃陽病院 

住所：京都市伏見区深草大亀谷町岩山町４８番地の１（面積４，７５０㎡） 

契 約 内 容 

 

当病院管理業務の随行中不慮の事故及び生産物責任に対し、損害賠償責任を負担することに

よって被る損害について、補てん限度額を上限に保険金支払いを行う。 

 

〇対象となる事故 

（施設賠償責任保険） 

建物や施設の使用・管理中の事故や医療行為以外の病院運営業務が原因となった事故。 

保険料算出の基礎：面積 4,750 ㎡、エレベーター１基 

補 填 限 度 額：対人）50,000 千円（1 名につき）/500,000 千円（1 事故につき） 

対物）50,000 千円（1 事故につき） 

対人・対物ともに免責金額はありません。 

 

（生産物賠償責任保険） 

病院が製造または販売した商品・飲食物等の財産が原因となって発生した事故。 

保険料算出の基礎：売上高（みなし額）年間 560 万円 

補 填 限 度 額：施設賠償責任保険に同じ 

 

２ その他 

（１） 事故として京都市から報告された案件は、休日、祝日及び年末年始に関わらず、本契約

業者が受け入れられる体制を整えておくこと。 

（２） 内容等事故に関する書類について、京都市が提出を求めた場合は、速やかに提出するこ

と。 

 


